
 不利益処分名

根拠法令・条項

 所    管    課

 処　分  基  準 　・設　定　　　・設定できない　　　・基準を公開できない

聴聞又は弁明の別 ・聴　聞 ・弁　明

介護保険法第66条第1項

各区役所　地域福祉課

個別法により聴聞
又は弁明の手続の
適用が除外される
場合の根拠法令及
び条項

「不利益処分」基準等公開票（法律又は命令）

聴聞・弁明の機会
の付与の区分

（聴聞又は弁明の
手続を省略する場
合の根拠条項等）

　市町村は、保険料を滞納している第１号被保険者である要介護被保険者等
（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）に
よる一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を
受けることができるものを除く。）が、当該保険料の納期限から厚生労働省
令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において
は、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると
認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険
者等に対し被保険者証の提出を求め、要支援・要介護認定の結果を記載する
際（被保険者証の返付日）に、当該被保険者証に「支払方法変更の記載」を
するものとする。

〔参考〕
介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第30条
介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第98条、第99条、第101条

保険給付の支払方法の変更


